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令和６年度 武雄市農業委員会「第１回臨時総会」議事録 

 

 １．日 時    令和６年７月２２日（月） 

          （開会）午前１０時４５分 （閉会）午前１１時４０分 

 
 ２．場 所    武雄市山内公民館ホール 

 

 ３．農業委員出席状況   出席者１８人  欠席者 １人 
 

議席 

番号 
氏名 出席 欠席 

議席 

番号 
氏名 出席 欠席 

１ 大島  栄 ○  １１ 古川さゆり 〇  

２ 松尾 初秋 ○  １２ 原田 宗喜 〇  

３ 松尾 隆博 ○  １３ 松岡 知子 〇  

４ 岩瀬 久美 ○  １４ 井手 広夫 〇  

５ 中村 和仁 ○  １５ 田栗由紀男 〇  

６ 池田  有 ○  １６ 渡邊千枝子 〇  

７ 田代 了三 ○  １７ 澤井富二郎 〇  

８ 笠原 勝廣 ○  １８ 坂口 友久  〇 

９ 原口 保徳 ○  １９ 相原 經憲 〇  

１０ 川口 敏広 ○      

 

 ４．協議事項  

   議案第１号 会長の互選について 

   議案第２号 議席の決定について 

   議案第３号 会長職務代理者の互選について 

    

 ５．議事内容 以降記載 

 

―――――――――――――――――《開会》 ―――――――――――――――――― 

 

事務局長   皆様おはようございます。農業委員会事務局の木村と申します。本日、仮

議長が選出されるまでの間、会議の進行を務めさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

    それでは、令和６年度武雄市農業委員会第 1 回臨時総会を始めます。本日

の進行は、お手元のレジメに沿って進めさせていただきます。 

 

―――――――――――― 《総会成立の報告・開会の宣言》 ―――――――――――― 

 

事務局長   まず、本日の委員の出席につきまして、農業委員総数１９名に対し、１８

名の出席です。よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に
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より、本総会が成立していることをご報告申し上げ、ここに令和６年度武雄

市農業委員会第１回臨時総会の開会を宣言いたします。 

 

――――――――――――――《農業委員の自己紹介》 ――――――――――――― 

 

事務局長   本日の総会は、任期満了に伴います、農業委員の任命後初めての総会とな

ります。初めての総会ですので、まず、農業委員さんから自己紹介をお願い

したいと思います。お手数ですが、その場でご起立いただきまして、「何々町、

何々区の、何々です」というふうに、住所とお名前まで自己紹介をお願いい

たします。 

       では、大島委員からよろしくお願いいたします。 

 

大島 栄委員 武雄町の〇〇区の大島と申します。今１期で今度は２期目でございます。

よろしくお願いします。 

 

松尾初秋委員 こんにちは、武雄町〇〇の松尾初秋と申します。9年ぶりにまた農業委員に

なりました。よろしくお願いします。 

 

松尾隆博委員 橘町〇〇から参りました。今回で２期目でございます。松尾でございます。

どうぞよろしくお願いします。 

 

中村和仁委員 橘町〇〇の中村といいます。どうぞよろしくお願いします。 

 

池田 有委員 朝日町〇〇の池田有です。今度初めてですけど、皆さんよろしくお願いし

ます。 

 

田代了三委員 朝日町〇〇の田代と申します。よろしくお願いします。 

 

笠原勝廣委員 若木町〇〇の笠原勝廣です。初めてですので、ご指導よろしくお願いしま

す。 

 

原口保徳委員 同じく若木町の原口保徳と申します。地区は〇〇地区です。私も初めてで

すので、皆さんご指導いただきながら頑張りたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

川口敏広委員 武内町〇〇の川口といいます。今回 3 回目ですけど、よろしくお願いしま

す。 

 

古川さゆり委員 川口さんと同じく武内町の真手野地区担当の古川と申します。3期目です

が、まだいろいろ分からないことが多いです。皆さんよろしくお願いいた

します。 
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原田宗喜委員 東川登町〇〇から原田宗喜です。初めてですので、よろしくお願いします。 

 

松岡知子委員 東川登町の〇〇区の松岡知子と申します。初めてですので皆さんいろいろ

教えてください。よろしくお願いします。 

 

井手広夫委員 西川登町〇〇の井手広夫と言います。初心者マークですので、皆様方、ご

指導よろしくお願いいたします。 

 

田栗由紀男委員 西川登町〇〇から来ました田栗由紀男といいます。初めてですので、よ

ろしくお願いします。 

 

渡邊千枝子委員 山内町の〇〇におります渡邊千枝子と申します。私は初めてなんですけ

れども、農家ではございません。長らくですね、県庁の方で、農業関係の

仕事をさせていただいておりまして、皆様とご一緒に農業委員をというこ

とでお世話になることになりました。よろしくお願いいたします。 

 

澤井富二郎委員 山内町〇〇の澤井冨二郎です。２期目です。よろしくお願いします。 

 

相原經憲委員 皆さん、ご苦労様でございます。私は、合併と同時に農業委員会に入って

おります。そういうことで、武雄市のドンでございまして、いろいろ初めて

の方もいらっしゃいますし、会議の運営もスムーズにいくように、事務局と

一体となって、皆さん、3年間頑張っていきたいと思いますんで、どうぞご協

力のほどよろしくお願いいたします。北方町の相原と申します。今度は、生

産組合長推薦ということで、うちだけは生産長組合推薦で挙がってきました

ので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

岩橋久美委員 皆さんこんにちは。北方町の岩橋久美でございます。もう何期もしており

ます。女性委員がなかなかできなくて、ＪＡ女性部の方から、最初は北方の

地区婦人会の方から。そのあとずっとですね、女性部のＪＡ女性部の方から

の推薦で今までに至っております。私も長くやっておりますが、北方は生き

字引の相原委員さんがいらっしゃいますので随分助けられて、これまでやっ

て参りました。これから私も初心に戻って、頑張っていきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

――――――――――――――――《仮議長の選出》 ―――――――――――――― 

 

事務局長   委員の皆様、自己紹介ありがとうございました。 

それでは、これより仮議長の選出を行います。 

事務局からの提案ですが、会長が選任されるまでの間は、出席委員さんの

中で、年齢と委員の経験年数により、議長の職務を橘町の中村和仁委員にお

願いするということでよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」と言う多数発言あり） 

 

事務局長   「異議なし」ということでございますので、中村委員に議長の職務をお願

いしたいと思います。それでは中村委員、議長席にお願いします。 

 

  (中村委員は議長席へ登壇) 

 

仮議長    橘町の中村です。初めての経験でありますので、議事の進行につきまして、

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

                             

――――――――――――――《議事録署名人の指名》 ――――――――――――― 

 

仮議長    それでは、本日の議事録署名人には、松尾隆博委員と大島栄委員にお願い

したいと思います。 

 

―――――――――――――― 《仮議席の指定・議事日程》――――――――――――― 

 

仮議長    次に、議事の進行上、仮議席を指定いたします。仮議席は、ただ今着席の

議席を指定いたします。なお、発言される委員の方は、挙手のうえ名前を言

って、議長の発言許可を受けてから、発言をしてください。 

本日の議事でございますが、まず、会長の互選を行います。続いて、委員

の議席の決定を行い、その後、会長職務代理者の互選を行います。 

 

――――――――――――――――― 《会長の互選》―――――――――――――――― 

 

仮議長    それでは、まず会長の互選の前に、「会長」及び「会長職務代理者」の職務

及び会長の互選の方法等について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局長   まず「会長」及び「会長職務代理者」の職務について、簡単にご説明いた

します。 

会長は、合議体である農業委員会の会務を総理し、外部に対して農業委員

会を代表する責任を負うものでございます。 

さらに、農業委員会の会議の議長は、会長が務めることになっております。

職員に対する指揮命令権、会議の招集権、会議の議事について、可否同数の

場合における採択権、県農業会議の会議員就任等が、法律の定めによって付

与されております。 

そのほか、県内の農業委員会関係団体や市の農業関係各種団体の役員等に

も就任することになります。 

〇〇前会長には、佐賀県農業会議の理事を務めていただいておりましたの

で、引き続き、理事の職務や市の農政関係の役員に就任されることになりま

す。 
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会長職務代理者は、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、法律

の定めにより、その職務を代理するものでございます。 

次に「会長」及び「会長職務代理者」の互選についてご説明いたします。「互

選」とは、委員の「単記・無記名」により投票を行うのが原則です。しかし

ながら、地方自治法第１１８条第２項及び第３項の規定によりまして、委員

全員が同意すれば「指名推薦」の方法でも差し支えございません。 

「指名推薦」とは、「特定の候補者をあらかじめ指名して、これを当選人と

定めてよいかどうかを会議に諮り、出席者『 全員の同意 』があった場合に

限って、その者を当選人とする方法」でございます。委員のうち一人でも指

名推薦の方法に異議を唱える者がある場合には、原則どおり、投票により互

選を行います。 

以上で補足説明を終わります。 

 

仮議長    事務局から「会長」及び「会長職務代理者」の互選について説明がありま

した。 

それではまず会長の互選を行います。投票と指名推薦の方法がありますが、

いかがいたしましょうか。皆様方のご意見をお願いします。 

 

〇〇委員   〇〇番〇〇です。今現在で、立候補に名乗り上げた人がおられるかどうか

お尋ねします。 

 

仮議長    事務局、どんなでしょうか。 

 

事務局長   事務局には、今のところありません。この場で自薦、立候補します、って 

いうことで、手を挙げていただくというような形になります。 

 

仮議長    ということですので、我こそはと思う方は手を挙げてください。 

 

（挙手する者、２名あり。） 

 

仮議長    ただ今、会長候補として 2 名の方が手を挙げられましたけれども、その他

に推薦はないでしょうか。 

 

（挙手する者、他になし。） 

 

仮議長    他にないようですので、2名の会長候補者が立候補されました。候補者が複

数となりましたので、指名推選の方法ではなく、投票による互選を行います。

初心表明をしていただくための順番を決めるために、くじ引きをいたします。 

準備をしますので、少々お待ちください。 
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事務局長   事務局からですが、所信表明をしていただきますので、その所信表明をし

ていただく順番をまずくじ引きしていただきます。今、１番と 2 番とくじの

棒を入れております。１番を引いた方が、１番目に所信表明をしていただく

ということになります。 

 

       （くじ引き） 

 

仮議長    1番くじを引かれましたので、1番目に相原委員さんが前の方で、所信表明

をお願いいたします。 

 

相原委員   私、相原經憲と申します。先ほども申し上げましたが、合併と同時に農業

委員となりまして、いろいろ武雄市のために頑張ってきたつもりでございま

した。それで大体もうそろそろやめようか、と思っていたところ、3代目の会

長が辞めると。おい、誰もいない。そこで、ある人が立候補しますっていう

ことを聞いておりました。だけど、手を挙げてくれろ、と他の方からも。い

ろいろ私の携帯を教えんでも、電話番号を聞いてですね。相原君、出てくれ

んば、どがんしゅうなかと。これだけ人間の変わったと。それといろいろ農

政も変わってきております。というのはですね、来年の 3 月、令和 7 年 3 月

に農業基本法が変わります。そういうことで、農業委員さんたちの「こがん

とばせんばやー」というのがですね。いろいろやぐらしゅうなってきようと

ですよ。もう事前に再選された方は分かっとうと思うばってんですよ。未登

記が多かったですよね。それ、3年以内にせろっていうことはもう確定しとう

とですよ。これ税務課やろうもんと聞いたら、いや、農地は農業委員会とい

うことになっとーとですよ。それで、今度の 10 月 20 日に、議会があってで

すね、国会にかかるとですよ、いろいろ。それをそのまま天下りでバーンて、

下ろされてくっぎですよ、農業委員さんたちも、「いやあ」てなーけんが。

そこんたいは、私がある程度分かっとーしですよ。こういうふうに流れよう

かとか、時間はこれだけ置いとこうかとか。いろんなやり方をしたらいいん

じゃないかと思うことで、今度、会長に立候補をしたわけでございます。皆

さん、よろしくお願いいたします。 

 

岩橋委員   この度、会長に立候補させていただきました岩橋でございます。北方から 2

名ということで、すごく僭越ではございますけども、先ほど相原委員が仰い

ましたような難しいことを仰いますと、なかなか農業委員になられる方はい

らっしゃらないと思うんですよね。私が平成 21 年に農業委員になった時に、

スムーズに会が進めるように、また、今回 4名の女性委員がなられましたし、

半数以上が新しい方に代わっておられます。そのときに、〇〇会長の前会長

の〇〇会長だったと思いますけども、女性も意見を出し易いような会議の進

行をされました。私もそれを常々感じておりまして、女性も会議で一言二言、

必ず発言ができるような、そんなですね、会の運営をコンプライアンスに沿
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ったセクハラ、パワハラがないようなですね、そのような会の運営をいたし

たいと思って立候補いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

仮議長    今、所信表明が終わりましたので、ただ今から武雄市農業委員会選挙事務

規定に基づき、会長選の投票を開始したいと思います。 

       ただ今の出席委員は 18名でございます。 

       議場の閉鎖を命じます。 

       事務局で投票用紙を配布してください。 

         

（投票用紙を配布） 

 

仮議長    投票用紙の配布漏れはありませんか。 

       この際申し上げておきますが、投票中の白票、又は候補者以外の者の氏名

が記載されたものは無効となります。 

 

（配布漏れがないかの確認） 

 

仮議長    次に投票箱を改めさせます。 

 

 （投票箱に何も入っていないことの確認） 

 

仮議長    異常なしと認めます。 

       念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に候補者

の氏名を記載の上、委員は一番から、順番に投票箱まで行って投票をお願い

します。 

 

（委員は順次、投票） 

 

仮議長    投票は済まれましたでしょうか。 

 

（投票漏れがないか確認） 

 

仮議長    投票漏れがないことを認めます。 

       投票箱を閉鎖します。 

       議場の閉鎖を解きます。 

       それではこれから開票を行いたいと思います。 

武雄市農業委員会選挙事務取扱規程第 8条第 1項の規定により、3人の立会

人が必要ですので、同条第 2 項の規定により指名いたします。今回は若い委

員さんから 3 名にお願いをしたいと思います。田代了三さん、松岡知子さん

田栗由紀男さん。 
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なお皆様にお諮りしますが、投票結果については、各々の票数については、

報告せず、会長に決定した委員の氏名のみを報告することでよろしいでしょ

うか。 

  

（「異議なし」の声多数あり） 

 

仮議長   では、そのようにします。 

開票作業を始めます。 

 

      （3人の委員立合いのもと、事務局職員で開票する。） 

 

仮議長   それでは会長の開票結果が出ましたので報告いたします。 

投票総数 18票、無効はゼロです。 

19番の岩橋委員さんを会長に決定しました。 

就任の挨拶をお願いしたいと思います。 

 

会 長    皆さんどうもありがとうございました。これから 3 年間会長を務めさせて

いただきます、岩橋でございます。農業委員会は、すべて法令に沿っての審

議をいたしますので、新しい農業委員さんたちも、自分の意見をどうのこう

のということはありませんので、ぜひ安心して、農業委員会に参加していた

だきたいと思っております。また、佐賀県には女性の会長がいらっしゃらな

いのですが、私が女性協の会長をやっておりまして、各市町に女性登用のお

願いに行くときに、なかなかですね、男性社会、農業委員会っていうのは昔

は名誉職みたいな感じで、私が入った頃は本当に年配の方が多かったように

思います。この頃は、本当にもうその名誉職っていうのを外れて女性もどん

どん参加できるようになりましたので、これからは、女性の力をこの武雄市

から発信していきたいと思っております。佐賀県にも、多数の女性会長が生

まれますように、また佐賀県にはいらっしゃいませんけども、全国、九州に

はたくさんの女性会長がおりますので、私もできるんじゃないかなと思って、

頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（拍手） 

 

仮議長    どうもありがとうございました。これをもちまして、私、仮議長の職務を

終了いたします。議事の進行につきましては、ご協力いただきまして、あり

がとうございました。 

   

（中村委員、議長席降壇。多数拍手あり。） 

 

事務局長   中村委員さん、どうもありがとうございました。それでは岩橋会長は議長

席へお願いいたします。 
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      （岩橋会長、議長席登壇） 

 

――――――――――――――――― 《議席の決定》―――――――――――――――― 

 

会 長    それでは、議事に戻ります。 

次に、委員さんの議席の決定について、を議題といたします。委員の議席

につきましては、武雄市農業委員会会議規則第５条第１項の規定で、「委員の

議席は会長が定める」となっておりますが、事務局で提案があればお願いし

ます。 

 

事務局長   委員の議席について事務局案をご提案いたします。今、委員の皆様は、町

ごとに並んで座っていただいておりますが、この並びをそのまま活かすよう

に議席番号を決めてはいかがでしょうか。 

すなわち、武雄町にお住まいの委員さんから順に番号を付け、橘町、朝日

町、若木町、武内町、東川登町、西川登町、山内町、北方町の順番で議席を

決めます。ただし、会長の議席は慣例により４番とすることとします。 

以上ご提案申し上げます。 

 

会 長    事務局より、今の座席を活かすように議席を決定してはどうかということ

で提案がありましたが、これでよろしいでしょうか。 

 

      （「異議なし」の声多数あり。） 

 

会 長    異議なしということでしたので、議席の発表を事務局よりお願いいたしま

す。 

 

事務局長   それでは、議席番号と氏名を申し上げます。 

１番 大島栄委員、２番 松尾初秋委員、３番 松尾隆博委員、４番 岩

橋久美会長、５番 中村和仁委員、６番 池田有委員、７番 田代了三委員、

８番 笠原勝廣委員、９番 原口保徳委員、１０番 川口敏広委員、１１番 

古川さゆり委員、１２番 原田宗喜委員、１３番 松岡知子委員、１４番 井

手広夫委員、１５番 田栗由紀男委員、１６番 渡邊千枝子委員、１７番 澤

井富二郎委員、１８番 坂口友久委員、１９番 相原經憲委員となります。 

今から、新しい議席札と読み上げました委員番号での名簿を配布していま

すので、しばらくお待ちください。 

 

      （事務局は机上札に議席番号をつけ、番号に合わせ会場配置の修正） 

 

――――――――――――― 《会長職務代理者の互選》―――――――――――――― 

 

会 長    それでは議事を再開させていただきます。 
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       次に、会長職務代理者の互選を行います。なお発言される方は挙手のうえ、

議席番号を告げて、議長の発言許可を受けてから発言をしてください。 

会長職務代理者の互選ですが、会長の互選と同じく、投票と指名推薦の方

法がありますが、いかがいたしましょうか。皆様のご意見をお願いします。 

 どなたか立候補される方はいらっしゃいませんか。 

推薦はいらっしゃいませんか。皆様、どうでしょうか。 

推薦、立候補いらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。 

どなたか推薦される方、いらっしゃいませんか。 

 

〇〇委員   先ほど、会長に立候補されました岩橋さん、相原さん。次点でということ

で、相原さん。私としては、相原さんを推薦したいと思いますけど、どうで

しょうか。 

 

会 長    他にございませんか。立候補いらっしゃいませんか。 

ただ今、〇〇委員さんの方から指名推選で相原委員をと推薦がございまし

たが、皆さんいかがでしょうか。 

 

〇〇委員   会長さんと同じ北方の方じゃないほうがいいんじゃないかなと思います。

大島さん、どんなでしょうか。 

 

会 長    〇〇委員さんより大島委員の推薦がございましたけども、大島委員、どう

でしょうか。 

 

１番委員   他にも適任者がおられると思いますよ。私は田ん中も２反しか作ってない

し。それでもこういう会を委員長が決まっているんだから、いつまでも長伸

ばしにしても良くないから。皆さんが賛成されたら、返事はしていいですよ。 

 

会 長    相原委員、大島委員とお 2 人推薦が出ましたけども、皆さんいかがいたし

ましょうか。選挙に。 

 

事務局長    お一人だけの推薦でしたら、皆さんの全員の同意っていうのがないとい

けないので、今の場合、全員の同意じゃなかった。全員の同意じゃないの

で、今、お 2人、候補者が挙がっているので、選挙になります。 

 

会 長     それでは、選挙になりますので、投票用紙をお回しいたしますので、お

待ちください。 

 

18番委員   おい、下りるから。 

 

会 長     相原さんにもとおっしゃられている方もいらっしゃいますので。 
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18番委員   おいも 20年ばっかり、職務代理者しよったから。 

 

会 長    という相原委員のご意見が出ましたけど。大島委員どうでしょうか。 

 

１番委員   こんなので時間をとるのはあれだから。皆さんが良ければ。 

       

（委員全員の挙手あり。） 

 

会 長    それでは、会長職務代理者を大島栄委員ということになりました。どうぞ

よろしくお願いします 

 

        （拍手あり。） 

 

――――――――――――――――――《閉会》―――――――――――――――――― 

 

会 長    ありがとうございました。以上で本日の審議は終了しました。 

       以上をもちまして、令和６年度武雄市農業委員会第 1 回臨時総会を閉会い

たします。 

 

 

 

 


